
 

令和２年１月に水石山で発生した事件を受けた主な対応について 
 

１ 事件概要 

 

（出典：いわき民報） 

※ Ｒ２.８.５判決⇒14 日以内に控訴が無かったため、刑が確定した。 

 

２ 主な対応 

〇 当時、当該校に配置されていた心の支援アドバイザーから管理職へ生徒への対

応や教員の対応等について助言。校内教職員は、生徒第一で対応。 

〇 当該校配置のスクールカウンセラー（２名）及び市総合教育センターから派遣

したスクールカウンセラー（２名）により、希望者等にカウンセリング実施。併

せて、教職員の希望する者にもカウンセリングを実施。 

〇 新型コロナウィルス感染症の影響による学校の臨時休業により、中断したもの

の、学校が再開となった６月１日以降、必要に応じて、適宜カウンセリングを実

施している。 
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